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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、共通室と、前記共通室に第１のゲートを介して連結された真空排気処理室
と、前記真空排気処理室に第２のゲートを介して連結された第１の処理室と、前記共通室
に第３のゲートを介して連結された第２の処理室と、を有する装置を用いて行うＥＬ表示
装置の作製方法であって、
　第１の電極が設けられた基板を前記共通室から前記真空排気処理室に搬送する第１の工
程を行い、
　前記真空排気処理室内を不活性ガスでパージする第２の工程を行い、
　前記基板を前記真空排気処理室から前記第１の処理室に搬送する第３の工程を行い、
　前記第１の処理室内で前記第１の電極上にエレクトロルミネッセンス材料及び有機溶媒
を含む溶液を塗布することにより薄膜を形成する第４の工程を行い、
　前記基板を前記第１の処理室から前記真空排気処理室に搬送する第５の工程を行い、
　前記真空排気処理室内で前記薄膜を焼成した後、前記真空排気処理室内を真空排気する
第６の工程を行い、
　前記基板を前記真空排気処理室から前記共通室に搬送する第７の工程を行い、
　前記基板を前記共通室から前記第２の処理室に搬送する第８の工程を行い、
　前記第２の処理室内で前記薄膜上に第２の電極を形成する第９の工程を行い、
　前記第１の電極と前記薄膜と前記第２の電極とからなるＥＬ素子を覆うパッシベーショ
ン膜を形成する工程を行い、
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　少なくとも前記第１乃至第９の工程を行う間、前記共通室及び前記第２の処理室を減圧
状態に保つとともに、前記第１の処理室を不活性ガスで満たされた状態に保つことを特徴
とするＥＬ表示装置の作製方法。
【請求項２】
　少なくとも、共通室と、前記共通室に第１のゲートを介して連結された真空排気処理室
と、前記真空排気処理室に第２のゲートを介して連結された第１の処理室と、前記共通室
に第３のゲートを介して連結された第２の処理室と、前記共通室に第４のゲートを介して
連結された第３の処理室と、前記共通室に第５のゲートを介して連結された第４の処理室
と、を有する装置を用いて行うＥＬ表示装置の作製方法であって、
　第１の電極が設けられた基板を前記共通室から前記第３の処理室に搬送する第１の工程
を行い、
　前記第３の処理室内で前記第１の電極の表面を酸化する第２の工程を行い、
　前記基板を前記第３の処理室から前記共通室へ搬送する第３の工程を行い、
　前記基板を前記共通室から前記真空排気処理室に搬送する第４の工程を行い、
　前記真空排気処理室内を不活性ガスでパージする第５の工程を行い、
　前記基板を前記真空排気処理室から前記第１の処理室に搬送する第６の工程を行い、
　前記第１の処理室内で前記第１の電極上にエレクトロルミネッセンス材料及び有機溶媒
を含む溶液を塗布することにより薄膜を形成する第７の工程を行い、
　前記基板を前記第１の処理室から前記真空排気処理室に搬送する第８の工程を行い、
　前記真空排気処理室内で前記薄膜を焼成した後、前記真空排気処理室内を真空排気する
第９の工程を行い、
　前記基板を前記真空排気処理室から前記共通室に搬送する第１０の工程を行い、
　前記基板を前記共通室から前記第２の処理室に搬送する第１１の工程を行い、
　前記第２の処理室内で前記薄膜上に第２の電極を形成する第１２の工程を行い、
　前記基板を前記第２の処理室から前記共通室へ搬送する第１３の工程を行い、
　前記基板を前記共通室から前記第４の処理室に搬送する第１４の工程を行い、
　前記第４の処理室内で前記第２の電極上に第３の電極を形成する第１５の工程を行い、
　前記第１の電極と前記薄膜と前記第２の電極と前記第３の電極とからなるＥＬ素子を覆
うパッシベーション膜を形成する工程を行い、
　少なくとも前記第１乃至第１５の工程を行う間、前記共通室、前記第２の処理室、第３
の処理室、及び前記第４の処理室を減圧状態に保つとともに、前記第１の処理室を不活性
ガスで満たされた状態に保つことを特徴とするＥＬ表示装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記装置から前記基板を取り出した後に前記パッシベーション膜を形成する工程を行う
ことを特徴とするＥＬ表示装置の作製方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子を有する表示装置（以下、ＥＬ表示装
置という）の作製に用いる薄膜形成装置及びそれを用いたＥＬ表示装置の作製方法に関す
る技術である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自発光型素子としてＥＬ素子を有したＥＬ表示装置の研究が活発化しており、特
に、ＥＬ材料として有機材料を用いた有機ＥＬ表示装置が注目されている。有機ＥＬ表示
装置は有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Organic EL Display）又は有機ライトエミッテ
ィングダイオード（ＯＬＥＤ：Organic Light Emitting Diode）とも呼ばれている。



(3) JP 4468328 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

【０００３】
　ＥＬ表示装置は、液晶表示装置と異なり自発光型であるため視野角の問題がないという
特長がある。即ち、屋外に用いられるディスプレイとしては、液晶ディスプレイよりも適
しており、様々な形での使用が提案されている。
【０００４】
　ＥＬ素子は一対の電極間にＥＬ層が挟まれた構造となっているが、ＥＬ層は通常、積層
構造となっている。代表的には、イーストマン・コダック・カンパニーのTangらが提案し
た「正孔輸送層／発光層／電子輸送層」という積層構造が挙げられる。この構造は非常に
発光効率が高く、現在、研究開発が進められているＥＬ表示装置は殆どこの構造を採用し
ている。
【０００５】
　そして、上記構造でなるＥＬ層に一対の電極から所定の電圧をかけ、それにより発光層
においてキャリアの再結合が起こって発光する。これには、互いに直交するように設けら
れた二種類のストライプ状電極の間にＥＬ層を形成する方式（単純マトリクス方式）、又
はＴＦＴに接続されマトリクス状に配列された画素電極と対向電極との間にＥＬ層を形成
する方式（アクティブマトリクス方式）、の二種類がある。
【０００６】
　ところで、正孔輸送層や発光層等のＥＬ材料は大別して低分子系材料と高分子系材料の
二つがある。低分子系発光層としては古くからＡｌｑ3を中心とした材料が知られている
が、近年、特に欧州では高分子系（ポリマー系）発光層が注目されている。代表的には、
ＰＰＶ（ポリフェニレンビニレン）、ＰＶＫ（ポリビニルカルバゾール）、ポリカーボネ
ート等が挙げられる。
【０００７】
　高分子系ＥＬ材料が注目される理由は、スピンコーティング法（溶液塗布法ともいう）
、ディッピング法、印刷法またはインクジェット法など簡易な薄膜形成方法で形成できる
点と、低分子系材料に比べて耐熱性が高い点が挙げられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　通常、低分子系ＥＬ材料は蒸着法で形成される。即ち、蒸着装置の中で真空を破らずに
連続的に積層されるのが一般的である。また、ＥＬ素子の陰極として機能する電極は仕事
関数の小さい電極が用いられるが、この陰極もＥＬ材料に対して連続的に形成されるのが
一般的である。
【０００９】
　ＥＬ材料は極端に酸化に弱く、僅かな水分の存在によっても容易に酸化が促進されて劣
化してしまう。そのため、ＥＬ素子を形成する場合、まず最も下層になる陽極の表面を前
処理して水分等を除去し、その上にＥＬ材料から陰極まで真空を破らずに連続形成する。
このとき、場合によってはシャドーマスク等で選択的にＥＬ材料や陰極を設ける場合もあ
るが、その場合においても真空引きされた処理室の中で全てが行われる。
【００１０】
　このことは、高分子系ＥＬ材料にも当てはまることであり、スピンコーティング法など
真空中における薄膜形成手段でない場合においても、ＥＬ材料を、水分を含む大気中に晒
さないことがＥＬ材料の劣化を抑制する上で重要である。
【００１１】
　本発明は、上記要求を満たすためになされたものであり、高分子系ＥＬ材料を用いたＥ
Ｌ表示装置を作製する上で最も好ましい薄膜形成装置を提供することを課題とする。また
、そのような薄膜形成装置を用いることによって信頼性の高いＥＬ表示装置の作製方法を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本発明の主旨は、高分子系ＥＬ材料でなる薄膜（以下、高分子系ＥＬ層という）を形成
するための手段と陰極を形成するための手段とを一体化したマルチチャンバー方式（クラ
スターツール方式ともいう）又はインライン方式の薄膜形成装置を用いてＥＬ表示装置を
作製する点にある。
【００１３】
　高分子系ＥＬ材料の成膜方法は様々であるが、スピンコーティング法によることが好ま
しい。スピンコーティング法とは、薄膜の主成分となる溶質を溶媒に溶かし、その溶液を
スピナー等で塗布した後に、溶媒をベーク処理（焼成処理）により揮発させて薄膜を形成
する手段である。
【００１４】
　本発明では、高分子系ＥＬ材料を含む溶液をスピナーで塗布し、高分子系ＥＬ材料が結
晶化しない温度以下（具体的にはガラス転移温度以下）で熱処理を加えて溶媒を揮発させ
る。その結果、基板上には高分子系ＥＬ層が形成される。即ち、高分子系ＥＬ層を形成す
るには、高分子系ＥＬ材料を含む溶液を塗布する手段と塗布後に焼成する手段とが必要で
ある。
【００１５】
　また、高分子系ＥＬ材料は低分子系ＥＬ材料と同様に酸素に弱く、高分子系ＥＬ層を形
成した後に設ける導電膜は、高分子系ＥＬ層が水分や酸素を含む環境に晒されないように
形成することが望ましい。従って、上記高分子系ＥＬ層を形成する手段（本発明ではスピ
ンコーティング法を行う手段）と、その上に陰極又は陽極となる導電膜を形成する手段（
蒸着法又はスパッタ法等の気相成膜法を行う手段）とは、同一の薄膜形成装置に搭載され
ることが望ましいと言える。
【００１６】
　本発明は、上記要求をマルチチャンバー方式の薄膜形成装置によって達成するものであ
り、そのような薄膜形成装置を用いて信頼性の高いＥＬ表示装置を作製するための技術で
ある。
【発明の効果】
【００１７】
　高分子系ＥＬ材料をスピンコーティング法で形成するための処理室と、その他の前処理
室や電極形成処理室をマルチチャンバー方式若しくはインライン方式によって一体化させ
ることで、高分子系ＥＬ材料を用いたＥＬ素子を、劣化の問題なく作製することが可能と
なる。従って、高分子系ＥＬ材料を用いたＥＬ表示装置の信頼性を大幅に向上することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　〔実施形態１〕　本発明の薄膜形成装置について図１を用いて説明する。図１に示した
のは陽極として透明導電膜、発光層として高分子系ＥＬ層、陰極として周期律表の１族若
しくは２族に属する元素を含む金属膜を用いたＥＬ素子を有するＥＬ表示装置を作製する
ための装置である。
【００１９】
　図１において、１０１は基板の搬入または搬出を行う搬送室であり、ロードロック室と
も呼ばれる。ここに基板をセットしたキャリア１０２が配置される。なお、搬送室１０１
は基板搬入用と基板搬出用と区別されていても良い。
【００２０】
　なお、本実施例において基板とは、薄膜を成膜可能な部材または薄膜が成膜された部材
を指す。即ち、ガラス基板のごとき硬質部材だけでなくプラスチック基板のごとき可撓性
部材をも含む。また、作製過程において基板面に薄膜が形成された部材も含む。
【００２１】
　また、１０３は基板１０４を搬送する機構（以下、搬送機構という）１０５を含む共通
室である。基板のハンドリングを行うロボットアームなどは搬送機構１０５の一種である
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。
【００２２】
　そして、共通室１０３にはゲート１０６a～１０６fを介して複数の処理室（１０１、１
０７～１１１で示される）が連結されている。図１の構成では共通室１０３の内部が不活
性ガス（好ましくは窒素ガス、ヘリウムガス、ネオンガス若しくはアルゴンガス）で充填
された常圧雰囲気となっているが、各処理室はゲート１０６a～１０６fによって完全に共
通室１０３とは遮断されるため、気密された密閉空間を得られるようになっている。
【００２３】
　従って、各処理室に排気ポンプを設けることで真空下での処理を行うことが可能となる
。排気ポンプとしては、油回転ポンプ、メカニカルブースターポンプ、ターボ分子ポンプ
若しくはクライオポンプを用いることが可能であるが、水分の除去に効果的なクライオポ
ンプが好ましい。
【００２４】
　１０７で示されるのは、基板上に形成された透明導電膜の表面を改善するための酸化処
理を行う処理室（以下、酸化用処理室という）である。ここでは透明導電膜の接合表面電
位を、高分子系ＥＬ層の表面電位に整合させるための前処理が行われる。そのための処理
としては以下の三つがある。
　（１）平行平板型グロー放電を用いた酸素プラズマによる表面酸化法。
　（２）　紫外光照射により生成したオゾンによる表面酸化法。
　（３）　プラズマにより生成した酸素ラジカルによる表面酸化法。
【００２５】
　本発明の薄膜形成装置には上記三つの表面酸化法のいずれを行うための処理室を設けて
も良いが、紫外光照射によりオゾンを生成させて透明導電膜の表面酸化を行う方式が簡易
で好ましい。また、オゾンによる表面酸化では、透明導電膜表面の有機物も除去される。
さらに、このとき同時に基板を加熱して十分に水分を除去しておくことも有効である。
【００２６】
　なお、酸化用処理室１０７を真空引きする際は、ゲート１０６bを用いて共通室１０３
と完全に遮断し、気密状態にて真空引きを行えば良い。
【００２７】
　次に、１０８で示されるのは、スピンコーティング法により高分子系ＥＬ材料を含む溶
液を塗布する処理室（以下、溶液塗布用処理室という）である。前述のようにＥＬ材料は
水分に極めて弱いため、溶液塗布用処理室１０８は常に不活性雰囲気に保持しておくこと
必要がある。
【００２８】
　この場合、ゲート１０６cは有機溶媒の飛散を防止するシャッターとしての役目もある
が、処理室内を減圧状態にする場合には、ゲート１０６cを用いて共通室１０３と完全に
遮断すれば良い。
【００２９】
　次に、１０９で示されるのは、溶液塗布用処理室１０８で形成した薄膜を焼成するため
の処理室（以下、焼成用処理室という）である。ここでは前記薄膜を加熱処理することで
余分な有機溶媒を除去し、高分子系ＥＬ層を形成するための処理が行われる。焼成処理の
雰囲気は不活性ガスであれば常圧でも構わないが、有機溶媒が揮発するので、真空下で行
うことが好ましい。その場合は、ゲート１０６dによって共通室１０３と遮断しておけば
良い。
【００３０】
　次に、１１０で示されるのは、気相成膜法により電極を形成するための処理室（以下、
第１気相成膜用処理室という）である。気相成膜法としては蒸着法又はスパッタ法が挙げ
られるが、ここでは高分子系ＥＬ層の上に陰極を形成する目的で使用されるため、ダメー
ジを与えにくい蒸着法の方が好ましい。いずれにしてもゲート１０６eによって共通室１
０３と遮断され、真空下で成膜が行われる。
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【００３１】
　なお、図１の薄膜形成装置では、第１気相成膜用処理室１１０において、陰極の形成を
行う。陰極材料としては、公知の如何なる材料を用いても良い。また、蒸着が行われる基
板表面（高分子系ＥＬ層が形成された面）は、上向き（フェイスアップ方式）であっても
下向き（フェイスダウン方式）であっても良い。
【００３２】
　フェイスアップ方式の場合、共通室１０３から搬送された基板をそのままサセプターに
設置すれば良いため非常に簡易である。フェイスダウン方式の場合、搬送機構１０５若し
くは第１気相成膜用処理室１１０に、基板を反転させるための機構を備えておく必要が生
じるため、搬送機構が複雑になるが、ゴミの付着が少ないという利点が得られる。
【００３３】
　なお、第１気相成膜用処理室１１０において蒸着処理を行う場合には、蒸着源を具備し
ておく必要がある。蒸着源は複数設けても良い。また、抵抗加熱方式の蒸着源としても良
いし、ＥＢ（電子ビーム）方式の蒸着源としても良い。
【００３４】
　次に、１１１で示されるのは、気相成膜法により電極を形成するための処理室（以下、
第２気相成膜用処理室という）である。ここでは陰極を補助するための補助電極の形成が
行われる。また、蒸着法又はスパッタ法が用いられるが、蒸着法の方がダメージを与えに
くいので好ましい。いずれにしてもゲート１０６fによって共通室１０３と遮断され、真
空下で成膜が行われる。
【００３５】
　なお、気相成膜法として蒸着法を行う場合には、蒸着源を設ける必要がある。
蒸着源に関しては第１気相成膜用処理室１１０と同様で構わないので、ここでの説明は省
略する。
【００３６】
　陰極として良く用いられる金属膜は、周期律表の１族若しくは２族に属する元素を含む
金属膜であるが、これらの金属膜は酸化しやすいので表面を保護しておくことが望ましい
。また、必要な膜厚も薄いため、抵抗率の低い導電膜を補助的に設けて陰極の抵抗を下げ
、加えて陰極の保護を図る。抵抗率の低い導電膜としてはアルミニウム、銅又は銀を主成
分とする金属膜が用いられる。
【００３７】
　なお、以上の各処理（排気、搬送、成膜処理等）はタッチパネル及びシーケンサーによ
るコンピュータを用いた全自動制御とすることができる。
【００３８】
　以上の構成でなる薄膜形成装置の最大の特徴は、ＥＬ層の形成がスピンコーティング法
により行われ、且つ、そのための手段が陰極を形成する手段と共にマルチチャンバー方式
の薄膜形成装置に搭載されている点にある。従って、透明導電膜でなる陽極上を表面酸化
する工程から始まって、補助電極を形成する工程までを一度も外気に晒すことなく行うこ
とが可能である。
【００３９】
　その結果、劣化に強い高分子系ＥＬ層を簡易な手段で形成することが可能となり、信頼
性の高いＥＬ表示装置を作製することが可能となる。
【００４０】
　〔実施形態２〕　本実施形態では、図１に示した薄膜形成装置の一部を変更した例を図
２に示す。具体的には、共通室１０３と溶液塗布用処理室１０８との間に、真空排気用処
理室２０１を設けた構成を示す。なお、変更点以外の部分に関する説明は「実施形態１」
を引用することができる。
【００４１】
　「実施形態１」では共通室１０３を不活性ガスで充填した常圧とする例を示したが、真
空下で基板搬送を行うようにしても良い。その場合、共通室１０３を数ｍＴｏｒｒから数
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十ｍＴｏｒｒに減圧すれば良い。この場合、溶液塗布用処理室１０８は不活性ガスを満た
した常圧で行われるため、その間の気圧差を克服しなければならない。
【００４２】
　そこで本実施形態では、まず真空排気用処理室２０１を共通室１０３と同じ圧力まで減
圧しておき、その状態でゲート１０６dを開けて基板を搬送する。そして、ゲート１０６d
を閉めた後、真空排気用処理室２０１内を不活性ガスでパージし、常圧に戻った時点でゲ
ート２０２を開けて溶液塗布用処理室１０８へと基板を搬送する。この搬送はステージ毎
行っても良いし、専用の搬送手段で行っても良い。
【００４３】
　そして、溶液塗布工程が終了したら、ゲート２０２を開けて真空排気用処理室２０１へ
基板を搬送し、ゲート２０２及びゲート１０６dを閉めた状態で真空排気を行う。こうし
て真空排気用処理室２０１が共通室１０３と同じ減圧状態にまで達したら、ゲート１０６
dを開けて基板を共通室へと搬送する。
【００４４】
　なお、ここでは焼成用処理室１０９を設けているが、真空排気用処理室２０１のサセプ
ターを加熱できるようにして、ここで焼成工程を行っても良い。焼成後に真空排気するこ
とで、脱ガスを抑えることが可能である。
【００４５】
　以上のような構成とすると、溶液塗布用処理室１０８以外は全て真空下で基板を扱うこ
とが可能となる。共通室１０３が減圧状態にあれば、表面酸化用処理室１０７、焼成用処
理室１０９、第１気相成膜用処理室１１０又は第２気相成膜用処理室１１１を真空引きす
る際に、所望の圧力に達するまでの時間を削減することができ、スループットの向上を図
ることが可能となる。
【００４６】
　〔実施形態３〕　本実施形態では、図１に示した薄膜形成装置の一部を変更した例を図
３に示す。具体的には、搬送室にグローブボックス３０１とパスボックス３０２を設けた
構成を示す。なお、変更点以外の部分に関する説明は「実施形態１」を引用することがで
きる。
【００４７】
　グローブボックス３０１はゲート３０３を介して搬送室１０１に連結されている。グロ
ーブボックスでは、最終的にＥＬ素子を密閉空間に封入するための処理が行われる。この
処理は、全ての処理を終えた基板（図３の薄膜形成装置において処理を終えて搬送室１０
１に戻ってきた基板）を外気から保護するための処理であり、シーリング材（ハウジング
材ともいう）で機械的に封入する、又は熱硬化性樹脂若しくは紫外光硬化性樹脂で封入す
るといった手段を用いる。
【００４８】
　シーリング材としては、ガラス、セラミックス、金属などの材料を用いることができる
が、シーリング材側に光を出射する場合は透光性でなければならない。
また、シーリング材と上記全ての処理を終えた基板とは熱硬化性樹脂又は紫外光硬化性樹
脂を用いて貼り合わせ、熱処理又は紫外光照射処理によって樹脂を硬化させて密閉空間を
形成する。この密閉空間の中に酸化バリウム等の乾燥剤を設けることも有効である。
【００４９】
　また、シーリング材を用いずに、熱硬化性樹脂若しくは紫外光硬化性樹脂だけでＥＬ素
子を封入することも可能である。この場合、全ての処理を終えた基板の少なくとも側面を
覆うようにして熱硬化性樹脂若しくは紫外光硬化性樹脂を設け、硬化させれば良い。これ
は膜界面から水分が侵入するのを防ぐためである。
【００５０】
　図３に示した薄膜形成装置では、グローブボックス３０１の内部に紫外光を照射するた
めの機構（以下、紫外光照射機構という）３０４が設けられており、この紫外光照射機構
３０４から発した紫外光によって紫外光硬化性樹脂を硬化させる構成となっている。
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【００５１】
　なお、グローブボックス３０１内の作業は、手作業であっても構わないが、コンピュー
タ制御により機械的に行われるような構造となっていることが好ましい。シーリング材を
用いる場合には、液晶のセル組み工程で用いられるようなシール剤（ここでは熱硬化性樹
脂若しくは紫外光硬化性樹脂）を塗布する機構と、基板を貼り合わせる機構と、シール剤
を硬化させる機構とが組み込まれていることが好ましい。
【００５２】
　また、グローブボックス３０１の内部は排気ポンプを取り付けることで減圧することも
可能である。上記封入工程をロボット操作で機械的に行う場合には、減圧下で行うことは
有効である。
【００５３】
　次に、グローブボックス３０１にはゲート３０５を介してパスボックス３０２が連結さ
れる。パスボックス３０２も排気ポンプを取り付けることで減圧することが可能である。
パスボックス３０２はグローブボックス３０１を直接外気に晒さないようにするための設
備であり、ここから基板を取り出す。
【００５４】
　以上のように、本実施形態の薄膜形成装置では、完全にＥＬ素子を密閉空間に封入する
所まで終えた段階で、外気に基板を晒すことになるため、ＥＬ素子が水分等で劣化するの
をほぼ完全に防ぐことができる。即ち、信頼性の高いＥＬ表示装置を作製することが可能
となる。
【００５５】
　なお、図３に示した薄膜形成装置に、実施形態２で示した構成（図２の真空排気用処理
室２０１）を付加することは可能である。こうすることで、さらにＥＬ表示装置の信頼性
を高めることが可能である。
【００５６】
　〔実施形態４〕　本実施形態では、本発明をインライン方式の薄膜形成装置に適用した
場合について図４を用いて説明する。なお、基本的には図１のマルチチャンバー方式の薄
膜形成装置をインライン方式に変更した場合に相当するので、各処理室の説明等は「実施
形態１」を引用すれば良い。
【００５７】
　図４において、４０１は基板の搬入が行われる第１搬送室であり、キャリア４０２が設
置される。第１搬送室４０１はゲート４０３を介して第１共通室４０４に連結される。第
１共通室４０４には第１搬送機構４０５が設けられている。また、第１共通室にはゲート
４０６を介して酸化用処理室４０７が連結され、さらにゲート４０８を介して溶液塗布用
処理室４０９に連結される。
【００５８】
　酸化用処理室４０７、溶液塗布用処理室４０９の順に処理を終えた基板は、ゲート４１
０を介して連結された第２搬送室４１１に搬入される。この第２搬送室４１１にはゲート
４１２を介して第２共通室４１３が連結される。第２共通室４１３には第２搬送機構４１
４が設けられ、これにより第２搬送室４１１から基板が搬出される。
【００５９】
　また、第２共通室４１３にはゲート４１５を介して焼成用処理室４１６が連結され、さ
らにゲート４１７を介して第１気相成膜用処理室４１８が連結されている。そして、焼成
用処理室４１６、第１気相成膜用処理室４１８の順に処理を終えた基板は、ゲート４１９
を介して連結された第３搬送室４２０に搬入される。
【００６０】
　この第３搬送室４２０にはゲート４２１を介して第３共通室４２２が連結される。第３
共通室４２２には第３搬送機構４２３が設けられ、これにより第３搬送室４２０から基板
が搬出される。また、第３共通室４２２にはゲート４２４を介して第２気相成膜用処理室
４２５が連結され、さらにゲート４２６を介して基板を搬出する第４搬送室４２７が連結
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されている。第４搬送室４２７にはキャリア４２８が設置される。
【００６１】
　以上のように本実施形態では、複数の処理室を接続して一貫した処理を可能とするイン
ライン化された薄膜形成装置を示している。
【００６２】
　なお、「実施形態２」と同様に溶液塗布用処理室４０９と第１共通室４０４との間に真
空排気用処理室を設けても良い。また、「実施形態３」と同様に第４搬送室４２７にグロ
ーブボックス及びパスボックスを連結し、ＥＬ素子の封入まで行った後に基板を取り出す
ような構成としても良い。
【００６３】
　〔実施形態５〕　実施形態１～４では複数の処理室として、酸化用処理室、溶液塗布用
処理室、焼成用処理室、第１気相成膜用処理室及び第２気相成膜用処理室を設ける構成を
例として挙げているが、本発明はこのような組み合わせに限定されるものではない。
【００６４】
　必要に応じて溶液塗布用処理室を二つ以上設けても良いし、気相成膜用処理室を三つ以
上としても良い。また、気相成膜用処理室は金属膜を形成する以外にも、低分子系ＥＬ層
の形成に用いても良い。例えば、スピンコーティング法により発光層を形成し、その上に
蒸着法で電子輸送層を積層したり、スピンコーティング法により正孔輸送層を形成し、そ
の上に蒸着法で発光層を積層することも可能である。勿論、蒸着法で形成した低分子系Ｅ
Ｌ層の上にスピンコーティング法により高分子系ＥＬ層を形成しても構わない。
【００６５】
　また、最終的なパッシベーション膜として、絶縁膜、好ましくは珪素を含む絶縁膜を、
ＥＬ素子を覆って形成することも有効である。その場合は、気相成膜用処理室を用いてス
パッタ法もしくは蒸着法により形成すれば良い。なお、珪素を含む絶縁膜としては、酸素
の含有量の少ない窒化珪素膜若しくは窒化酸化珪素膜が好ましい。
【００６６】
　以上のように、本発明は複数の処理室の組み合わせに限定されるものではなく、どのよ
うな機能の処理室を設けるかは、実施者が適宜決定すれば良い。なお、個々の処理室等に
関する説明は「実施形態１」を引用することができる。
【００６７】
　〔実施形態６〕　本実施例では、アクティブマトリクス型のＥＬ表示装置を作製するに
あたって、本発明の薄膜形成装置を用いた例を図５に示す。なお、本実施例では「実施形
態１」で説明した装置を例にとって説明する。従って、各処理室で行われる処理の詳細は
「実施形態１」の説明を引用できる。
【００６８】
　まず、図５（Ａ）に示すように、ガラス基板５０１上にマトリクス状に配列された画素
５０２を形成する。なお、本実施例ではガラス基板を用いるが基板としては如何なる材料
を用いても良い。但し、本実施例のように基板側にＥＬ素子からの発光がなされる場合に
は、透光性基板でなければならない。
【００６９】
　また、画素５０２はＴＦＴ５０３と画素電極（陽極）５０４を有し、ＴＦＴ５０３で画
素電極５０４に流れる電流を制御する。ＴＦＴ５０３の作製方法は公知のＴＦＴの作製方
法に従えば良い。勿論、トップゲート型ＴＦＴであってもボトムゲート型ＴＦＴであって
も構わない。（図５（Ａ））
【００７０】
　また、画素電極５０３は酸化インジウムと酸化スズからなる化合物（ＩＴＯと呼ばれる
）若しくは酸化インジウムと酸化亜鉛からなる化合物といった透明導電膜を用いて形成す
る。本実施例では酸化インジウムに１０～１５％の酸化亜鉛を混合した化合物を用いるこ
とにする。
【００７１】
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　次に、図１に示した薄膜形成装置の搬送室１０１に図５（Ａ）に示した基板をキャリア
１０２に入れて設置する。そして、まず搬送機構１０５によって基板を酸化用処理室１０
７に搬送し、そこで陽極表面の改善を行う。本実施例では真空排気した処理室内に酸素ガ
スを導入させた状態で紫外光を照射し、生成されたオゾン雰囲気に晒すことで画素電極５
０４の表面電位を改善する。
【００７２】
　次に、基板を搬送機構１０５で溶液塗布用処理室１０８に搬送し、スピンコーティング
法によりＥＬ材料を含む溶液を塗布し、高分子系ＥＬ層の前駆体５０５を形成する。本実
施例では、クロロフォルムにポリビニルカルバゾールを溶解させた溶液を用いる。勿論、
他の高分子系ＥＬ材料と有機溶媒の組み合わせでも良い。（図５（Ｂ））
【００７３】
　そして、基板を焼成用処理室１０９に搬送して焼成処理（加熱処理）を行い、ＥＬ材料
を重合させる。本実施例では、ヒーターによりステージを加熱することによって基板全体
に対して５０～１５０℃（好ましくは１１０～１２０℃）の温度で加熱処理を行う。こう
して余分なクロロフォルムが揮発し、高分子系ＥＬ層（ポリビニルカルバゾール膜）５０
６が形成される。（図５（Ｃ））
【００７４】
　図５（Ｃ）の状態を得たら、基板を第１気相成膜用処理室１１０に搬送して周期律表の
１族若しくは２族に属する元素を含む金属膜でなる陰極５０７を蒸着法により形成する。
本実施例では、マグネシウムと銀を１０：１の割合で共蒸着させてＭｇＡｇ合金でなる陰
極を形成する。
【００７５】
　さらに、第１気相成膜用処理室１１０から陰極を形成した基板を搬送機構１０５で取り
出し、第２気相成膜用処理室１１１に搬送する。そこで、陰極５０７の上にアルミニウム
を主成分とする電極（補助電極）５０８を形成する。こうして図５（Ｄ）の状態を得る。
【００７６】
　このあと、必要に応じて窒化珪素膜等のパッシベーション膜を蒸着法又はスパッタ法に
より設けても良い。パッシベーション膜を設ける場合は、薄膜形成装置に絶縁膜を形成す
るための処理室を設けておくか、一旦基板を取り出して別の装置で成膜すれば良い。
【００７７】
　また、「実施形態３」に示したような薄膜形成装置を用いて、最終的に基板を外気に晒
す前にＥＬ素子の封入を行っても良い。
【００７８】
　なお、本実施形態はアクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の作製にあたって本発明の薄
膜形成装置を用いる例を示したが、単純マトリクス型ＥＬ表示装置の作製に用いることも
可能である。また、実施形態２～５のいずれの薄膜形成装置を用いても良い。
【００７９】
　〔実施形態７〕　本実施例では、アクティブマトリクス型のＥＬ表示装置を作製するに
あたって、本発明の薄膜形成装置を用いた例を図６に示す。なお、本実施例では「実施形
態１」で説明した装置を例にとって説明する。従って、各処理室で行われる処理の詳細は
「実施形態１」の説明を引用できる。
【００８０】
　まず、図６（Ａ）に示すように、ガラス基板６０１上にマトリクス状に配列された画素
６０２を形成する。なお、本実施例ではガラス基板を用いるが基板としては如何なる材料
を用いても良い。
【００８１】
　また、画素６０２はＴＦＴ６０３と画素電極（陰極）６０４を有し、ＴＦＴ６０３で画
素電極６０４に流れる電流を制御する。ＴＦＴ６０３の作製方法は公知のＴＦＴの作製方
法に従えば良い。勿論、トップゲート型ＴＦＴであってもボトムゲート型ＴＦＴであって
も構わない。（図６（Ａ））
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【００８２】
　また、画素電極６０３はアルミニウムを主成分とする膜で形成すれば良い。本実施形態
ではＥＬ素子から発した光が基板とは反対側（図６（Ａ）では上向き）
に出射されるが、このとき画素電極６０３は反射電極として機能することになる。そのた
め、できるだけ反射率の高い材料を用いることが好ましい。
【００８３】
　次に、図１に示した薄膜形成装置の搬送室１０１に図６（Ａ）に示した基板をキャリア
１０２に入れて設置する。そして、まず搬送機構１０５によって基板を第１気相成膜用処
理室１１０に搬送し、周期律表の１族若しくは２族に属する元素を含む金属膜でなる陰極
６０５を蒸着法により形成する。本実施例ではＭｇＡｇ合金でなる陰極を形成する。なお
、陰極６０５はマスクを用いた蒸着法により、画素電極６０４の各々に対応させて選択的
に形成する。（図６（Ｂ））
【００８４】
　次に、基板を搬送機構１０５で溶液塗布用処理室１０８に搬送し、スピンコーティング
法によりＥＬ材料を含む溶液を塗布し、高分子系ＥＬ層の前駆体６０６を形成する。本実
施例では、ジクロロメタンにポリフェニレンビニレンを溶解させた溶液を用いる。勿論、
他の高分子系ＥＬ材料と有機溶媒の組み合わせでも良い。（図６（Ｃ））
【００８５】
　そして、基板を焼成用処理室１０９に搬送して焼成処理（加熱処理）を行い、ＥＬ材料
を重合させる。本実施例では、ヒーターによりステージを加熱することによって基板全体
に対して５０～１５０℃（好ましくは１１０～１２０℃）の温度で加熱処理を行う。こう
して余分なジクロロメタンが揮発し、高分子系ＥＬ層（ポリフェニレンビニレン）６０７
が形成される。（図６（Ｄ））
【００８６】
　図６（Ｄ）の状態を得たら、基板を第２気相成膜用処理室１１１に搬送して透明導電膜
でなる陽極６０８をスパッタ法により形成する。本実施例では酸化インジウムに１０～１
５％の酸化亜鉛を混合した化合物を用いることにする。こうして図６（Ｅ）の状態を得る
。
【００８７】
　このあと、必要に応じて窒化珪素膜等のパッシベーション膜を蒸着法又はスパッタ法に
より設けても良い。パッシベーション膜を設ける場合は、薄膜形成装置に絶縁膜を形成す
るための処理室を設けておくか、一旦基板を取り出して別の装置で成膜すれば良い。
【００８８】
　また、「実施形態３」に示したような薄膜形成装置を用いて、最終的に基板を外気に晒
す前にＥＬ素子の封入を行っても良い。
【００８９】
　なお、本実施形態はアクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の作製にあたって本発明の薄
膜形成装置を用いる例を示したが、単純マトリクス型ＥＬ表示装置の作製に用いることも
可能である。また、実施形態２～５のいずれの薄膜形成装置を用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の薄膜形成装置の構成を示す図。
【図２】本発明の薄膜形成装置の構成を示す図。
【図３】本発明の薄膜形成装置の構成を示す図。
【図４】本発明の薄膜形成装置の構成を示す図。
【図５】アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の作製工程を示す図。
【図６】アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の作製工程を示す図。
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